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明
代
の
地
方
祭
祀
と
儀
礼

鈴
　
木
　
博
　
之

は
じ
め
に

明
代
の
最
末
端
の
行
政
機
関
で
あ
る
県
に
は
、
長
官
で
あ
る
知
県

（
正
七
品
）
以
外
に
佐
貳
官
と
言
わ
れ
る
県
丞
一
人
（
正
八
品
）、
主

簿
一
人
（
正
九
品
）、
首
領
官
と
言
わ
れ
る
典
吏
が
置
か
れ
、
典
吏

の
元
に
は
定
員
の
な
い
胥
吏
が
吏
・
戸
・
礼･
兵
・
刑
・
工
の
六
房

に
分
か
れ
て
実
際
の
事
務
を
行
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
地
方
行
政
が
そ

れ
だ
け
の
人
員
で
賄
え
る
は
ず
は
な
く
、
州
県
の
儒
学
の
教
員
や
雑

職
と
い
わ
れ
る
巡
検
司
・
税
課
司
・
批
験
所
の
職
員
、
陰
陽
学
・
医

学
等
に
所
属
す
る
職
員
が
置
か
れ
た
。
そ
れ
以
外
に
も
、
徭
役
の
一

つ
で
あ
る
糧
長
や
里
長
と
の
折
衝
も
知
県
の
重
要
な
任
務
で
あ
っ

た）
1
（

。
知
県
の
業
務
は
普
通
「
刑
名
・
銭
穀
」
と
い
わ
れ
る
裁
判
と
徴

税
が
主
な
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
外
に
も
種
々
の
任
務
が
課
せ
ら

れ
た
。『
明
史
』
巻
七
五
職
官
志
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

知
県
は
一
県
の
政
を
掌
り
、
凡
そ
賦
役
は
歳
計
・
実
征
の
た
め

に
十
年
ご
と
に
黄
冊
を
造
り
、
丁
男
と
田
土
に
よ
っ
て
差
異
を

設
け
る
。
賦
に
は
金
穀
・
布
帛
及
び
諸
貨
物
の
賦
が
あ
り
、
役

に
は
力
役
と
雇
役
と
不
時
の
雇
役
が
あ
る
。
…
凡
そ
養
老
・
祀

神
・
科
挙
・
読
法
や
善
良
な
も
の
を
表
彰
し
、
貧
窮
な
も
の
を

救
済
し
保
甲
を
点
検
し
盗
賊
の
取
締
り
を
厳
重
に
し
、
訴
訟
を

裁
断
す
る
こ
と
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
知
県
自
ら
が
そ
の
職
を

親
し
く
行
っ
て
勤
め
慎
し
ん
だ
。

徴
税
・
裁
判
以
外
に
も
治
安
維
持
や
福
祉
・
文
教
行
政
と
祭
祀
が

挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
儀
礼
と
祭
祀
は
当
時
の
人
々
に
と
っ
て
日
常
的

な
も
の
で
あ
っ
た
た
め
か
、
そ
れ
以
外
の
職
務
に
比
べ
て
関
心
を
寄

せ
ら
れ
る
こ
と
は
少
な
く
、
制
度
と
し
て
の
儀
礼
は
規
定
が
あ
る
も

の
の
、
そ
の
実
態
に
は
不
明
確
な
部
分
が
少
な
く
な
い
。
衙
門
で
行

わ
れ
る
儀
礼
と
祭
祀
は
統
治
さ
れ
る
民
衆
に
と
っ
て
最
も
馴
染
み
の

あ
る
も
の
で
あ
り
、
地
方
官
に
と
っ
て
も
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
性
の
高

い
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
地
方
官
の
赴
任
環
境
に
つ
い
て

集
刊
東
洋
学 
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は
官
箴
書
を
利
用
し
て
そ
の
政
治
的
な
側
面
と
在
地
勢
力
と
の
関
係

を
描
い
た
山
本
英
史
氏
の
研
究
も
あ
り
、
今
ま
で
言
及
さ
れ
る
こ
と

の
少
な
か
っ
た
部
分
が
明
ら
か
に
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
ま
た
、
民
間
信

仰
の
分
野
で
も
多
く
の
研
究
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
地
方
で
繰
り
広

げ
ら
れ
た
儀
礼
や
祭
祀
に
つ
い
て
は
余
り
研
究
が
行
わ
れ
て
い
な

い）
2
（

。
帝
政
時
代
の
中
国
の
地
方
行
政
組
織
は
そ
の
広
さ
に
比
較
し
て

そ
の
粗
放
さ
が
指
摘
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
儀
礼
や
祭
祀
は
そ
れ

を
補
う
上
で
重
要
性
を
担
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
小
稿
で
は
明

代
の
地
方
政
治
に
含
ま
れ
て
い
る
儀
礼
と
祭
祀
に
つ
い
て
の
基
礎
的

な
考
察
を
行
い
、
そ
れ
に
含
ま
れ
る
問
題
点
を
幾
つ
か
指
摘
し
て
み

た
い
。

一
　
地
方
官
の
職
務
と
経
費

地
方
官
の
儀
礼
的
職
務
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
た
の
だ
ろ

う
か
。
地
方
官
の
儀
礼
マ
ニ
ュ
ア
ル
と
し
て
編
纂
さ
れ
た
と
考
え
ら

れ
る
『
新
官
到
任
儀
注
』
一
巻
（『
官
箴
書
集
成
』
第
一
冊
所
収　

黄
山
書
社　

一
九
九
七
）
を
元
に
し
て
、
そ
れ
を
、
万
暦
『
杭
州
府

志
』巻
五
十
二
礼
制
及
び
万
暦『
青
州
府
志
』巻
十
一
典
礼
考
で
補
っ

て
ま
と
め
る
と
表
一
の
よ
う
に
な
る
。
以
下
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
説
明

を
加
え
た
い
。

①
〜
③
は
国
家
関
連
の
儀
礼
で
あ
る
。
①
は
朝
廷
か
ら
派
遣
さ
れ

表一　儀礼と祭祀
　『新官到任儀注』 万暦『杭州府志』巻 52 万暦『青州府志』巻 11 期日

① 在外開読礼儀 開読礼 開読

② 天寿聖節正旦冬至進賀礼儀 慶賀礼 慶賀聖誕詔赦元旦冬至習儀
曁拝賀称寿致日月儀注

元旦・冬至・聖誕

③ 千秋節慶賀礼儀

④ 郷飲酒礼儀注（郷射礼） 郷飲酒礼 郷飲酒礼 正月 15日・10月 1日

⑤ 釈奠礼儀
（釈采礼儀）

祀先師廟礼
（祀啓聖祠礼）

釈奠先師
（祀啓聖公）

春秋仲月上丁日

⑥ 祭社稷礼儀 祀社稷壇礼 祀社稷之神 春秋仲月上丁日

⑦ 祭風雲山川城隍儀注 祀風雲山川壇曁城隍礼 祀風雲山川壇城隍神 　　　〃

⑧ 祭獄鎮海瀆帝王陵廟礼儀

⑨ 守護官祭旗纛礼儀 祭旗纛廟礼 春 2月 12日・秋 8月 2日

⑩ 祭無祀鬼神礼儀 祀郡（邑）厲壇礼 祀邑厲壇 清明・7月 15日・10月 1日

⑪ 里社 祀里社礼

⑫ 郷厲　　　　　　　　　　　　　　　祀郷厲礼 清明・7月 15日・10月 1日

⑬ 日（月）蝕儀注 救護日月礼 救護日月薄蝕

⑭ 鞭春儀注 鞭春 鞭春 立春

⑮ 朔望行香儀 朔望行香 1日・15日

⑯ 新官到任儀注 新官上任有赴城隍廟誓神文

⑰ 祀名宦祠礼 祀名宦郷賢 春秋仲月上丁日

⑱ 祈祷礼

⑲ 朝覲礼 朝覲給由
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た
使
者
が
詔
勅
・
赦
文
を
伝
え
る
儀
礼
で
あ
り
、
天
啓
六
年
（
一
六

二
六
）
に
蘇
州
で
起
こ
っ
た
騒
擾
事
件
で
あ
る
「
開
読
の
変
」
で
有

名
で
あ
る）

3
（

。
地
方
で
は
指
定
の
場
所
に
龍
亭
（
皇
帝
の
位
牌
）
や
綵

輿
・
儀
仗
・
鼓
楽
を
準
備
し
て
使
者
を
迎
え
、
文
武
官
員
が
東
西
に

整
列
し
て
行
わ
れ
る
。
②
〜
③
は
皇
帝
及
び
皇
太
子
の
誕
生
日
の
儀

礼
で
あ
り
、
元
旦
や
冬
至
の
拝
賀
儀
礼
と
同
じ
よ
う
に
行
わ
れ
た
。

そ
れ
以
外
は
地
方
官
が
主
体
と
な
る
も
の
で
、
⑯
と
⑲
は
地
方
官
の

赴
任
と
離
任
及
び
三
年
及
び
六
年
ご
と
の
勤
務
評
定
で
あ
る
。
地
方

長
官
に
と
っ
て
最
初
に
体
験
す
る
の
が
府
州
県
に
赴
任
す
る
際
の
儀

礼
で
あ
り
、
洪
武
十
八
年
（
一
三
八
五
）
に
制
定
さ
れ
た）

4
（

。

有
司
の
新
官
が
職
を
受
け
て
赴
任
す
る
も
の
は
城
郭
に
至
る
一

舎
（
三
十
里
）
前
に
止
ま
り
、先
ず
礼
房
の
吏
胥
に
通
知
さ
せ
、

官
属
や
父
老
人
を
率
い
て
城
郭
を
出
て
会
見
し
、
在
城
の
祭
る

べ
き
神
々
や
廟
宇
を
掃
除
し
て
牲
醴
を
備
え
、
新
任
官
が
拝
謁

す
る
の
を
待
つ
。
城
外
に
到
着
し
て
三
日
間
物
忌
み
し
、
四
日

目
の
朝
に
父
老
た
ち
が
新
任
官
を
導
い
て
入
城
し
、
諸
神
祠
に

詣
で
て
儀
の
よ
う
に
祭
祀
を
行
う
。

地
方
の
官
衙
で
の
官
属
や
父
老
と
の
対
面
と
地
域
の
神
々
へ
の
祭

祀
が
施
政
の
初
め
に
設
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
に
衙
門
で
使
用
さ

れ
る
皂
隷
や
衙
門
の
ス
タ
ッ
フ
で
あ
る
首
領
官
・
佐
貳
官
と
の
「
参

見
礼
」
が
行
わ
れ
る
。
三
年
・
六
年
の
「
考
満
」（
任
期
満
了
）
の

際
も
同
じ
よ
う
な
儀
礼
が
用
意
さ
れ
て
い
る
。
知
県
の
名
で
発
布
さ

れ
る
「
諭
文
」
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

朝
廷
が
官
僚
を
設
け
吏
員
を
置
く
の
は
、
神
を
敬
い
民
衆
を
哀

れ
み
、
賢
人
に
親
し
ん
で
奸
人
を
遠
ざ
け
利
益
を
起
こ
し
害
を

除
こ
う
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
某
は
不
肖
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ

の
重
任
を
担
い
一
・
二
人
の
僚
属
や
邑
の
長
者
に
頼
る
の
は
そ

の
及
ば
な
い
も
の
を
正
し
、
後
難
を
免
れ
る
の
を
望
む
か
ら
で

あ
る
。
そ
の
四
境
の
内
、
利
益
が
あ
れ
ば
興
し
弊
害
が
あ
れ
ば

改
め
る
べ
き
で
あ
り
某
は
共
に
力
を
尽
く
し
て
民
衆
を
安
ん
じ

る
も
の
で
あ
る
。
諭
す
。

施
政
方
針
演
説
と
も
い
う
べ
き
訓
示
に
よ
っ
て
施
政
が
開
始
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
規
定
が
ど
こ
ま
で
実
施
さ
れ
た
の
か
は
不
明
で
あ
る

が
、
就
任
の
儀
式
は
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。『
皇
明
制
書
』

所
収
節
行
事
例
に
は
永
楽
元
年
（
一
四
〇
三
）
の
江
西
按
察
使
周
観

政
の
上
言
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

各
所
の
新
官
到
任
祭
祀
の
礼
は
行
わ
れ
て
久
し
く
、
各
壇
で
別

祭
す
る
も
の
も
あ
り
ま
す
。
且
つ
南
昌
府
の
在
城
は
布
政
使
・

按
察
使
や
府
県
の
理
問
所
等
の
衙
門
の
官
員
で
任
期
が
明
け
た

り
す
る
も
の
が
あ
り
、
壇
を
ま
と
め
て
す
る
場
合
は
犠
牲
は
少

な
く
、各
壇
で
別
々
に
祀
る
場
合
に
は
犠
牲
が
多
く
な
り
、往
々

民
衆
の
財
力
を
損
ね
て
お
り
礼
儀
に
悖
っ
て
お
り
ま
す
。
定
例

を
定
め
て
繁
簡
宜
し
き
を
得
れ
ば
神
に
仕
え
る
こ
と
と
民
衆
を

治
め
る
こ
と
両
方
に
益
が
あ
り
ま
す
。
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各
種
の
地
方
官
が
多
く
、
祭
祀
の
方
法
に
よ
り
犠
牲
の
費
用
が
多

く
か
か
る
な
ど
規
則
が
一
定
し
て
い
な
い
の
で
、
祭
祀
の
方
法
を
統

一
す
る
よ
う
に
求
め
て
い
る
。
礼
部
の
見
解
で
は
、
山
川
・
社
稷
・

城
隍
や
そ
れ
以
外
の
忠
臣
・
烈
士
の
廟
が
外
境
に
あ
っ
て
衙
門
と
の

往
復
の
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
壇
に
ま
と
め
て
祭
る
の
は
規
定
上

明
ら
か
で
あ
る
が
、
布
政
使
や
按
察
使
及
び
府
州
県
の
衙
門
が
混
在

し
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
官
員
の
到
任
の
時
期
も
そ
れ
程

隔
た
っ
て
い
な
い
の
で
、
上
級
の
官
員
を
首
班
と
し
て
費
用
を
節
約

す
る
よ
う
に
言
う
。
そ
の
後
、
宣
徳
十
年
（
一
四
三
五
）
に
は
城
隍

廟
で
ま
と
め
て
そ
の
他
の
祭
神
に
会
見
す
る
よ
う
に
改
め
ら
れ
た）

5
（

。

⑲
の
朝
覲
は
知
府
や
知
県
が
京
師
に
赴
い
て
そ
の
土
地
の
人
民
の
数

や
官
吏
の
賢
否
や
地
方
の
問
題
点
を
冊
籍
に
ま
と
め
て
吏
部
に
赴

き
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
陞
任
か
降
格
か
の
決
定
が
下
さ
れ
る
地

方
官
に
と
っ
て
は
重
要
な
儀
礼
で
あ
る
。

そ
れ
以
外
は
地
方
行
政
に
関
わ
る
儀
礼
と
そ
の
土
地
の
神
々
や
廟

に
対
す
る
祭
祀
に
分
け
ら
れ
る
。
⑬
は
日
蝕
（
月
食
）
に
伴
う
救
護

礼
で
あ
り
、
中
央
で
は
欽
天
監
の
報
告
に
基
づ
い
て
儀
門
外
で
行
わ

れ
る
の
が
主
な
も
の
で
あ
る
が
、
在
外
の
布
政
司
や
府
州
県
で
も
行

わ
れ
た
。
⑱
は
水
害
や
災
害
の
際
の
儀
礼
で
あ
る
。
府
で
は
属
僚
を

率
い
て
城
隍
廟
に
拝
謁
す
る
が
、
干
害
や
水
害
が
甚
だ
し
け
れ
ば
諸

神
に
祈
り
、
祈
り
が
聞
き
届
け
ら
れ
た
時
に
は
牲
肉
を
捧
げ
感
謝
す

る
。
た
だ
、
そ
の
時
に
道
士
や
巫
覡
を
同
席
さ
せ
る
こ
と
が
戒
め
ら

れ
て
い
る
。
⑭
は
衙
門
で
行
わ
れ
る
立
春
の
儀
礼
で
あ
り
、
民
間
の

年
中
行
事
と
結
び
つ
い
て
古
い
来
歴
が
あ
る（
後
述
）。
⑤
は
県（
府
）

学
に
付
設
さ
れ
た
文
廟
（
孔
子
廟
）
の
祭
祀
で
あ
り
、
こ
れ
も
古
代

か
ら
の
来
歴
と
変
遷
が
あ
り
、
釈
奠
・
釈
采
は
儒
教
文
化
圏
の
拡
大

に
伴
っ
て
東
ア
ジ
ア
的
な
広
が
り
を
持
っ
て
い
る）

6
（

。
孔
子
の
父
叔
梁

紇
を
祭
る
啓
聖
祠
は
嘉
靖
九
年
（
一
五
三
〇
）
に
設
置
さ
れ
た
制
度

で
嘉
靖
の
礼
制
改
革
に
伴
う
も
の
で
あ
る）

7
（

。
⑰
の
名
宦
・
郷
賢
祠
は

明
代
特
有
の
制
度
で
あ
る
。
そ
の
前
身
で
あ
る
先
賢
祠
に
つ
い
て
は

梅
村
尚
樹
氏
の
論
文
が
あ
り
、
先
賢
祠
が
一
般
化
す
る
の
は
南
宋
以

降
の
こ
と
で
、
そ
の
時
に
は
学
校
祭
祀
の
一
環
と
し
て
行
わ
れ
て
い

た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る）

8
（

。明
代
で
も
そ
の
影
響
は
残
っ
て
お
り
、

両
祠
の
祭
祀
は
春
秋
の
先
師
（
孔
子
）
廟
の
祭
祀
の
後
に
行
わ
れ
る

こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
杭
州
府
で
は
名
宦
祠
は
府
学
の
櫺
星
門
の
東

に
、
郷
賢
祠
は
明
倫
堂
の
西
に
あ
り
儒
学
に
近
接
し
た
場
所
に
設
置

さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
る）

9
（

。
⑮
の
「
行
香
儀
」
に
つ
い

て
は
『
陔
余
叢
考
』
巻
二
十
六
に
考
証
が
あ
り
、
唐
宋
時
代
に
は
王

朝
の
創
始
者
や
列
聖
の
忌
日
に
行
わ
れ
て
い
て
朔
望
で
は
な
か
っ
た

が
、
明
代
に
な
っ
て
洪
武
十
七
年
（
一
三
八
四
）
に
文
官
は
文
廟
で

武
官
は
武
廟
（
関
帝
廟
）
で
朝
拝
と
一
緒
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
と
い
う
。
⑧
は
国
家
祭
祀
の
中
核
に
当
た
る
も
の
で
あ
る
が
、
例

え
ば
、
東
嶽
泰
山
な
ら
ば
山
東
布
政
司
と
済
南
府
及
び
泰
安
県
と
い

う
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
祭
祀
対
象
が
存
在
す
る
地
点
の
布
政
司
や
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府
州
県
が
祭
祀
を
担
当
し
た）

10
（

。
⑨
は
中
央
政
府
で
も
行
わ
れ
る
軍
旗

を
祀
る
祭
祀
で
あ
り
、
地
方
で
は
守
禦
官
が
公
邸
の
後
ろ
に
壇
を
築

い
て
旗
纛
廟
を
設
置
し
、軍
牙
（
将
軍
旗
）・
六
纛
の
神
位
を
設
け
て
、

啓
蟄
と
霜
降
の
春
秋
に
行
わ
れ
た
。
皇
帝
の
親
征
の
際
の
祭
告
の
必

要
か
ら
京
師
に
置
か
れ
た
の
が
本
来
の
役
割
で
あ
る
が
、
衛
所
の
置

か
れ
た
府
県
に
も
設
置
さ
れ
た
。
京
師
で
は
、都
督
府
の
後
ろ
に「
軍

牙
の
神
」
と
「
六
纛
の
神
」
を
祀
る
廟
が
建
設
さ
れ
、
諸
衛
で
は
公

署
の
後
ろ
に
廟
が
建
設
さ
れ
た
。
衛
だ
け
で
は
な
く
千
戸
所
に
も
設

置
さ
れ
た
こ
と
は
、
南
直
隷
（
現
上
海
市
）
の
金
山
衛
以
外
に
も
守

護
松
江
千
戸
所
・
青
村
千
戸
所
・
南
匯
觜
千
戸
所
に
旗
纛
廟
が
あ
っ

た
こ
と
で
わ
か
る）

11
（

。

⑥
〜
⑫
が
地
方
で
独
自
に
行
わ
れ
る
祭
祀
に
関
す
る
部
分
で
あ

る
。
地
方
祭
祀
自
体
の
研
究
は
余
り
行
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
が
、
地

方
財
政
の
中
に
儀
礼
や
祭
祀
の
費
用
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
従

来
、
賦
役
制
度
史
の
中
で
指
摘
さ
れ
て
き
た）

12
（

。
明
代
の
地
方
財
政
は

中
央
に
物
資
を
供
給
す
る「
上
供
」と
地
方
衙
門
で
消
費
さ
れ
る
種
々

の
物
品
の
た
め
の
必
要
経
費
で
あ
る
「
公
費
」
に
大
別
さ
れ
る
。
祭

祀
・
儀
礼
の
費
用
は
、
洪
武
年
間
の
規
定
で
は
民
間
に
供
出
さ
せ
る

の
で
は
な
く
公
費
（
官
鈔
）
を
支
出
す
る
規
定
で
あ
っ
た
が
、
そ
の

後
す
べ
て
里
長
や
甲
首
の
負
担
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
明
初
に

は
必
要
に
応
じ
て
徴
収
さ
れ
て
定
ま
っ
た
規
則
が
な
か
っ
た
が
、
負

担
が
過
重
な
も
の
と
な
る
に
つ
れ
て
種
々
の
改
革
が
行
わ
れ
、
当
初

の
現
物
の
負
担
か
ら
銀
納
化
が
推
し
進
め
ら
れ
た
。
た
だ
、
そ
の
様

態
も
地
域
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
で
あ
り
、
中
央
で
画
一
的
に
進
め
ら

れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。「
上
供
」
と
「
公
費
」
は
多
く
の
地
方

で
は
「
里
甲
（
均
平
）
銀
」
と
し
て
一
本
化
さ
れ
た
の
に
対
し
て
、

福
建
で
は
「
綱
銀
」
と
し
て
丁
一
人
及
び
米
一
石
当
た
り
幾
ら
の
形

で
別
に
徴
収
さ
れ
た
。
万
暦
『
泉
州
府
志
』
巻
六
賦
役　

綱
銀
の
項

目
に
は
各
県
で
必
要
と
さ
れ
る
経
費
が
比
較
的
詳
し
く
記
載
さ
れ
て

お
り
、
そ
の
中
か
ら
儀
礼
と
祭
祀
に
か
か
わ
る
項
目
を
ま
と
め
る
と

表
二
の
よ
う
に
な
る
。
慶
賀
・
接
詔
な
ど
の
儀
典
費
や
春
秋
二
期
に

行
わ
れ
る
各
種
の
祭
祀
費
及
び
郷
飲
酒
礼
の
費
用
な
ど
が
主
な
も
の

で
あ
り
、
そ
の
額
は
毎
年
百
三
十
両
余
り
か
ら
多
い
県
で
三
〇
〇
両

余
り
、
綱
銀
全
体
の
十
％
か
ら
二
十
％
程
度
で
そ
れ
ほ
ど
多
い
と
は

言
え
な
い）

13
（

。
し
か
し
、
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
と
し
て
住
民
の
目
に
触
れ

る
も
の
だ
け
に
そ
の
費
用
対
効
果
は
大
き
い
も
の
が
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。こ
れ
ら
の
費
用
は
ど
の
よ
う
に
賄
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

嘉
靖
十
四
年
刊
の
汪
天
錫
輯
『
官
箴
集
要
』（『
官
箴
書
集
成
』
第
一

冊
所
収
）
巻
上　

礼
儀
篇
に
は
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

祭
礼
及
び
郷
飲
は
新
官
到
任
や
旧
官
が
神
に
辞
す
る
時
、
毎
年

の
用
い
る
べ
き
猪
羊
等
の
物
若
干
を
会
計
し
用
い
る
べ
き
物
価

若
干
を
某
坊
廂
都
分
に
派
定
し
て
負
担
さ
せ
る
。
某
坊
廂
は
正

月
の
郷
飲
を
負
担
し
、
某
坊
廂
は
十
月
の
郷
飲
を
負
担
す
る
。

一
都
は
春
に
文
廟
を
祭
り
、
一
図
・
二
図
は
猪
を
買
い
三
図
・
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四
図
は
羊
を
買
う
。
二
都
は
春
に
社
稷
を
三
都
は
山
川
を
、
四

都
は
清
明
を
、
五
都
は
文
廟
を
六
都
は
秋
に
社
稷
を
祭
る
。
七

都
は
新
官
到
任
の
謁
廟
の
類
を
弁
ず
る
。
傍
文
を
備
え
て
里
長

に
教
え
諭
し
て
理
解
さ
せ
る
。
自
ら
猪
羊
を
準
備
し
て
伺
候
す

る
。
こ
の
よ
う
に
す
れ
ば
、
物
事
に
は
備
え
が
あ
っ
て
権
要
の

も
の
が
争
っ
て
猪
羊
を
買
っ
て
価
利
を
多
収
す
る
弊
害
を
防
ぐ

こ
と
が
で
き
る
。
も
し
、
里
長
が
少
な
け
れ
ば
随
時
宜
し
き
に

従
っ
て
処
置
す
る
。

祭
礼
に
必
要
と
さ
れ
る
物
品
は
個
々
の
祭
礼
ご
と
に
坊
廂
ま
た
は

都
図
ご
と
に
負
担
が
割
り
振
ら
れ
て
お
り
、
里
長
が
そ
の
納
入
の
責

任
を
負
わ
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
実
際
に
行
わ
れ
た
も
の
か
ど
う
か

は
わ
か
ら
な
い
が
、
負
担
が
特
定
の
里
甲
（
坊
廂
）
に
集
中
し
な
い

よ
う
に
配
慮
さ
れ
て
い
る
。
明
代
中
期
以
降
の
公
費
の
銀
納
化
以
後

も
綱
銀
（
里
甲
銀
）
以
外
の
二
重
の
負
担
が
発
生
し
、
銀
納
化
が
必

ず
し
も
負
担
の
軽
減
化
に
繋
が
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い

る）
14
（

。
地
方
に
よ
っ
て
「
公
費
」
の
負
担
方
法
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
っ
た

よ
う
で
あ
り
、北
京
で
は
城
内
の
鋪
行
に
課
せ
ら
れ
て
い
た
「
行
銀
」

の
一
部
が
文
廟
の
祭
祀
用
費
用
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る）

15
（

。「
公
費
」

負
担
が
定
額
化
さ
れ
て
も
、
そ
れ
に
は
表
れ
な
い
二
重
の
負
担
が
生

じ
る
の
が
常
態
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

表二　泉州府の祭祀儀礼用経費

NO 内容 晋江県 南安県 同安県　恵安県 安渓県 永春県 徳化県

綱銀 (単位両） 3.769 1.139 1.613 1.332 653 601 535

1 陞遷応朝祭江并回任祭門銀 0.44 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34

2 新官到任祭品銀 0.673 0.673 0.673 0.673 0.673 0.673 0.673

3 公宴銀 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76

4 習儀・拝賀・救護 ･香燭・庭燎・茶菓銀 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

5 春秋二祭啓聖・文廟・山川・社稷・郷賢・
名宦・邑厲等祠共銀 223.4 141.1 148 150.8 150.5 104.5 106.7

6 郷飲二次銀 46 20 20 20 15 15 15

7 朔望行香紙燭銀 3 1.2 1.2 1.2 1.2

8 春牛（鞭春）芒神春花二彩色春宴香燭銀 14 5 3 3 2.5 2.5 2.5

9 門神桃符花灯銀 6 5 2 1.6 1.6

10 修置祭祀等項銀合用家火銀 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
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二
　
歳
時
と
儀
礼

儀
礼
・
祭
祀
の
行
わ
れ
る
期
日
を
見
る
と
、
民
間
で
行
わ
れ
る
歳

時
と
多
く
の
も
の
が
共
通
し
て
お
り
、
そ
れ
も
特
定
の
時
期
に
集
中

し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
（
表
三
参
照
）。
元
旦
及
び
冬
至
の
拝
賀

儀
礼
と
立
春
の
時
の
鞭
春
は
そ
の
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
。嘉
靖『
呉

江
県
志
』
巻
一
三
風
俗
に
は
「
正
月
元
旦
、
官
府
で
は
京
師
の
宮
城

を
遥
拝
す
る
礼
を
終
え
て
か
ら
盛
服
で
先
師
（
孔
子
）
や
城
隍
神
に

謁
す
る
」
と
あ
る
。
立
春
の
前
日
に
行
わ
れ
る
鞭
春
（
土
牛
）
の
儀

礼
は
中
山
八
郎
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
そ
の
起
源
は
は
っ
き
り
し

な
い
も
の
の
古
く
か
ら
王
朝
主
催
の
農
耕
儀
礼
と
し
て
行
わ
れ
て
き

た
が
、
正
式
に
王
朝
の
法
典
に
記
載
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
明
代

か
ら
で
あ
る
と
い
う）

16
（

。
万
暦『
明
会
典
』巻
七
四　

進
春
儀
で
は「
有

司
鞭
春
儀
」
は
永
楽
中
に
制
度
化
さ
れ
た
と
す
る
が
、
先
の
『
新
官

到
任
儀
注
』
で
は
既
に
洪
武
年
間
に
は
あ
っ
た
と
し
て
洪
武
十
六
年

（
一
三
八
三
）
の
応
天
府
経
歴
司
の
次
の
よ
う
な
上
言
を
引
用
す
る
。

在
外
の
鞭
春
は
洪
武
礼
制
を
調
べ
る
と
制
度
と
し
て
は
掲
載
さ

れ
て
い
な
い
が
、
各
処
の
有
司
で
は
毎
年
芒
神
を
迎
え
て
い
ま

す
。
あ
る
時
は
常
服
を
用
い
、
あ
る
時
は
祭
服
を
用
い
あ
る
時

は
公
服
を
用
い
、
そ
の
ま
ま
朝
服
を
用
い
た
り
し
て
各
々
自
分

の
見
解
に
従
っ
て
お
り
、
礼
に
お
い
て
一
定
し
て
お
ら
ず
実
行

で
き
に
く
く
な
っ
て
い
ま
す
。
礼
部
に
儀
式
を
定
立
し
て
遵
守

表三　祭祀儀礼と歳時
（歳時の項目は嘉靖『呉江県志』巻 13風俗から主な項目を摘出した）

月 歳時 官祭

1月 元旦 慶賀礼

立春・上元 土牛（春牛）・郷飲酒礼

2月 社日（春社） 社稷壇・文廟・旗纛廟

3月 清明 厲壇

4月 端午

5月 夏至

6月

7月 鬼節（盂蘭盆） 厲壇

8月 社日（秋社） 社稷壇・文廟

9月 霜降 旗纛廟

10月 送寒衣 厲壇・郷飲酒礼

11月 冬至 慶賀礼

12月 除夜
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さ
せ
ま
す
よ
う
に
。

明
代
の
官
服
に
は
朝
服
・
祭
服
・
公
服
・
常
服
の
別
が
あ
り
、
そ

れ
が
鞭
春
の
儀
式
の
際
に
一
定
で
は
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
礼
部
で
は

常
服
で
行
う
と
い
う
定
例
を
確
認
し
て
い
る）

17
（

。
中
山
八
郎
氏
は
清
代

の
地
方
志
か
ら
多
く
の
例
を
挙
げ
て
お
り
、
鞭
春
は
最
も
民
間
の
年

中
行
事
の
色
彩
が
強
い
儀
礼
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
鞭
春
の
儀
礼
は
多

く
演
劇
を
伴
う
民
衆
の
娯
楽
と
化
し
て
お
り
、「
社
会
」
或
い
は
「
社

夥
」
と
呼
ば
れ
る
民
間
の
祭
祀
組
織
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
い
た
こ
と

を
指
摘
す
る
が
、こ
れ
も
明
代
か
ら
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
嘉
靖『
呉

江
県
志
』
巻
一
三
風
俗
の
立
春
に
は
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

期
日
に
先
ん
じ
て
県
官
は
坊
甲
に
委
ね
て
備
品
を
用
意
し
、
方

相
役
の
俳
優
を
選
び
俳
優
や
妓
女
が
社
夥
に
扮
し
て
二
日
間
教

習
す
る
。
こ
れ
を
演
春
と
い
う
。
一
日
前
に
は
県
令
は
僚
属
を

率
い
て
東
郊
に
迎
え
、
前
列
に
は
社
夥
を
後
列
に
は
春
牛
を
率

い
る
。男
女
は
ほ
し
い
ま
ま
に
見
物
し
市
街
で
は
競
っ
て
麻
麥
・

米
荳
を
土
牛
に
投
げ
つ
け
る
。
俳
優
の
長
は
仮
に
衣
冠
を
付
け

化
粧
し
て
馬
驢
に
乗
り
率
先
し
て
勇
躍
し
、
隷
卒
が
周
り
を
取

り
囲
む
。
こ
れ
を
春
官
と
い
う
。

地
方
官
に
よ
る
儀
式
と
民
間
の
祭
礼
が
合
体
す
る
形
で
の
祝
祭
が

繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
る
。
二
月
と
八
月
の
丁
日
に
は
釈
奠
と
社
稷
・

山
川
壇
・
城
隍
廟
及
び
名
宦
・
郷
賢
祠
の
祭
礼
が
同
時
に
挙
行
さ
れ

る
。
清
明
節
と
七
月
十
五
日
の
邑
厲
壇
の
祭
礼
は
民
間
の
「
鬼
節
」

や
盂
蘭
盆
会
と
共
通
す
る
死
者
の
鎮
魂
の
行
事
と
符
合
す
る
。
清
代

の
事
例
で
は
あ
る
が
『
福
恵
全
書
』
巻
二
十
四
典
礼
部　

迎
春
に
も
、

胥
吏
に
よ
っ
て
祭
祀
で
使
わ
れ
る
猪
羊
・
綵
杖
・
香
燭
な
ど
の
物
品

や
舞
台
・
役
者
の
用
意
を
強
要
す
る
弊
害
を
指
摘
す
る）

18
（

。
本
来
、
地

方
で
は
衛
所
で
の
祭
礼
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
旗
纛
廟
の
祭
祀
も
嘉

靖
年
間
の
頃
ま
で
に
は
兵
士
の
パ
レ
ー
ド
を
伴
っ
た
祝
祭
に
転
化
し

て
い
た
。
杭
州
の
人
、
嘉
靖
五
年
（
一
五
二
六
）
の
進
士
で
『
西
湖

遊
覧
志
』
を
著
し
た
こ
と
で
有
名
な
田
汝
成
は
『
煕
朝
楽
時
』
に
霜

降
の
際
の
旗
纛
廟
の
祭
礼
を
次
の
よ
う
に
描
い
て
い
る
。

霜
降
の
日
、
帥
府
で
は
旗
纛
廟
の
神
の
祭
礼
を
行
う
。
そ
こ
で

軍
器
を
並
べ
て
金
鼓
を
先
導
に
街
路
を
巡
り
祭
神
に
報
い
る
。

こ
れ
を
揚
兵
と
い
う
。
旗
幟
・
刀
戟
・
弓
矢
・
斧
鉞
・
盔
甲
の

類
は
鋭
利
で
あ
り
、飈
騎
が
数
十
騎
轡
を
飛
ば
し
て
往
来
す
る
。

そ
こ
で
演
じ
ら
れ
る
演
目
に
は
、
双
燕
綽
水
・
亡
鬼
争
環
・
隔

肚
穿
鍼
…
の
よ
う
な
も
の
が
あ
り
、
様
々
に
形
態
を
変
え
て
、

と
て
も
名
を
上
げ
尽
く
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
上
下
に
飛
び
跳

ね
て
鞍
の
間
を
離
れ
な
い
。
ま
る
で
猿
が
木
に
飛
び
移
っ
て
い

る
よ
う
な
様
子
で
あ
る
。

旗
纛
廟
の
祭
祀
が
演
劇
を
含
ん
だ
娯
楽
へ
と
転
化
し
て
お
り
、
明

初
の
意
図
し
た
祭
祀
儀
礼
と
は
異
な
っ
た
状
況
が
読
み
取
れ
る
。
公

的
な
祭
祀
が
民
間
の
行
事
に
吸
収
さ
れ
て
い
く
様
子
が
窺
え
る
。

明
代
の
祭
祀
儀
礼
の
中
で
最
も
実
態
の
不
明
確
な
の
が
郷
飲
酒
礼
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で
あ
ろ
う
。
唐
宋
時
代
の
郷
飲
酒
礼
に
つ
い
て
は
山
口
智
也
氏
の
論

文
が
あ
り
、
古
く
か
ら
の
由
来
が
あ
っ
て
解
釈
も
ま
ち
ま
ち
で
あ
る

が
、
唐
宋
時
代
で
は
学
校
ま
た
は
科
挙
に
付
随
す
る
儀
礼
と
郷
村
秩

序
の
維
持
の
た
め
の
も
の
と
の
二
つ
の
傾
向
が
あ
っ
た
が
、
実
際
に

行
わ
れ
て
い
た
の
は
学
校
儀
礼
の
一
環
と
し
て
の
も
の
で
あ
っ
た
こ

と
を
指
摘
す
る）

19
（

。
明
代
の
郷
飲
酒
礼
も
こ
の
二
つ
の
方
向
性
を
持
っ

て
お
り
、
洪
武
五
年
（
一
三
七
二
）
に
制
度
が
始
ま
っ
た
が
、
洪
武

十
四
年
（
一
三
八
一
）
に
再
び
実
行
が
命
令
さ
れ
、
十
六
年
に
は
図

式
が
頒
布
さ
れ
て
詳
細
が
規
定
さ
れ
る
。
府
州
県
で
は
長
官
が
、
里

社
で
は
有
徳
の
者
の
主
導
で
年
齢
順
に
整
列
し
、
法
令
を
犯
し
た
も

の
は
前
に
着
席
し
て
人
々
に
長
幼
の
序
と
礼
譲
の
定
着
を
計
る
と
い

う
も
の
で
あ
る）

20
（

。
濱
島
敦
俊
氏
は
葉
盛
『
水
東
日
記
』
巻
二
一
郷
飲

酒
礼
の
記
事
を
引
い
て
、
余
干
県
（
江
西
饒
州
府
）
で
は
郷
村
の
郷

飲
酒
礼
は
す
ぐ
に
は
実
行
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る）

21
（

。た
だ
、

洪
武
十
二
年
の
昆
山
県
で
の
郷
飲
酒
礼
の
様
子
が
、
同
書
に
引
用
す

る
吏
部
尚
書
余
愾
の
「
郷
飲
礼
序
」
に
よ
っ
て
わ
か
る
。
そ
れ
に
よ

れ
ば
、
昆
山
県
の
糧
長
李
尚
義
が
主
宰
者
と
な
り
、
最
高
齢
者
百
十

二
歳
の
周
寿
誼
を
始
め
と
し
て
、
九
十
歳
か
ら
七
十
歳
の
者
が
年
齢

順
に
整
列
し
、
儀
礼
や
挨
拶
の
振
る
舞
い
は
盛
ん
で
あ
り
、
酒
の
応

酬
に
も
威
容
が
あ
り
、
法
律
を
読
む
時
に
は
皆
が
告
げ
、
見
物
人
は

垣
根
を
な
し
て
感
化
は
調
和
し
、酔
っ
て
い
る
も
の
は
助
け
て
帰
り
、

帰
る
も
の
は
歌
い
老
若
が
喜
び
笑
っ
て
声
は
道
に
溢
れ
た
。
郷
の
士

大
夫
も
そ
の
こ
と
を
記
述
し
て
詩
に
詠
ん
だ
と
い
う
。
具
体
的
な
日

時
や
場
所
は
不
明
で
あ
る
が
、
糧
長
主
催
の
郷
飲
酒
礼
の
様
子
が
描

か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
郷
村
で
の
郷
飲
酒
礼
を
伝
え
る
史
料
は
そ

の
後
見
出
せ
ず
、
府
州
県
学
で
行
わ
れ
る
郷
飲
酒
礼
は
そ
の
費
用
が

予
算
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
実
際
に
行
わ
れ
て
い
た
の
は
学
校

儀
礼
と
し
て
の
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
山
口
智
也
氏

の
言
う
よ
う
に
、
明
代
で
は
郷
賓
に
選
ば
れ
た
人
物
が
そ
れ
を
辞
退

し
た
と
い
う
記
述
が
個
人
を
賞
賛
す
る
文
脈
で
現
れ
る
の
も
事
実
で

あ
り
、
郷
賓
に
選
ば
れ
る
こ
と
が
必
ず
し
も
名
誉
だ
と
は
考
え
ら
れ

な
く
な
っ
て
い
た）

22
（

。
そ
の
一
因
と
し
て
『
皇
明
條
法
事
類
纂
』
巻
二

十
二
「
禁
役
濫
与
郷
飲
定
奪
考
補
廩
膳
」（
成
化
十
五
年
）
と
「
郷

飲
酒
監
生
并
省
祭
官
不
許
預
席
」（
成
化
十
九
年
）
の
二
つ
の
例
が

参
考
に
な
る
。
前
者
は
直
隷
広
平
県
知
県
紀
傑
の
上
奏
に
基
づ
く
も

の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
収
賄
罪
を
犯
し
て
革
職
さ
れ
た
官
員

が
納
粟
・
納
草
・
納
馬
・
納
銀
等
の
捐
納
の
機
会
に
会
う
と
帰
郷
し

て
復
職
を
計
り
、
儒
学
の
教
官
に
請
託
し
て
生
員
と
と
も
に
学
宮
に

赴
き
正
賓
の
座
に
着
く
の
で
、
郷
飲
や
律
令
の
講
読
に
は
本
来
の
有

徳
の
老
人
や
致
仕
し
た
官
僚
と
共
に
依
親
の
監
生
や
省
祭
官）

23
（

に
任
せ

る
べ
き
だ
と
し
て
い
る
。
後
者
は
湖
広
武
岡
州
か
ら
の
報
告
に
基
づ

く
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
依
れ
ば
、
武
岡
州
は
辺
境
の
地
に
あ
り
人

民
は
貧
し
く
物
価
も
高
い
の
に
近
年
に
な
っ
て
依
親
の
監
生
や
省
祭

官
が
参
加
す
る
よ
う
に
な
っ
て
、
猪
羊
等
の
費
用
が
足
り
ず
民
衆
に
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負
担
を
強
い
て
い
る
か
ら
監
生
や
省
祭
官
の
出
席
を
認
め
る
べ
き
で

は
な
い
と
の
意
見
が
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
依
親
の
監

生
や
休
暇
の
省
祭
官
は
政
治
に
登
用
さ
れ
る
の
を
待
つ
人
々
だ
か
ら

参
加
を
認
め
る
べ
き
だ
と
す
る
工
部
営
膳
所
の
意
見
に
対
し
て
、
戸

部
の
見
解
は
先
の
広
平
県
の
事
例
を
踏
ま
え
て
次
の
よ
う
に
述
べ

る）
24
（

。
前
例
で
は
郷
飲
の
礼
は
高
年
を
尊
び
有
徳
を
尚
び
、
礼
譲
を
興

す
こ
と
で
あ
る
（
会
典
）。
六
十
歳
の
者
は
座
に
着
き
、
五
十

歳
の
者
は
堂
下
に
立
っ
て
侍
し
、（
郷
党
の
長
か
ら
）
政
治
や

役
務
の
こ
と
を
聞
き
取
る
の
は
、
年
長
を
尊
ぶ
こ
と
を
示
し
て

い
る
。
六
十
以
上
の
者
は
三
豆
、
七
十
以
上
の
者
は
四
豆
、
八

十
以
上
の
者
は
五
豆
、
九
十
以
上
の
者
が
六
豆
な
の
は
養
老
を

明
ら
か
に
す
る
た
め
で
あ
る
（
礼
記
）。
図
式
で
は
東
に
僚
属

が
座
し
爵
位
に
よ
っ
て
序
列
を
決
め
西
に
は
衆
賓
が
年
齢
に

よ
っ
て
序
列
を
決
め
る
。
監
生
や
省
祭
官
で
爵
級
が
な
く
年
齢

も
高
く
は
な
い
も
の
は
図
内
に
も
座
席
は
な
い
。
も
し
政
治
を

学
ん
で
任
用
を
待
っ
て
い
る
の
で
律
令
を
聴
講
す
る
の
に
適
し

て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
た
だ
礼
に
よ
っ
て
政
令
を
聴
講
す
る

べ
き
で
あ
る
。
郷
飲
酒
礼
は
洪
武
年
間
に
定
例
が
あ
り
、
そ
の

時
に
は
監
生
が
依
親
に
よ
っ
て
読
書
す
る
た
め
に
帰
郷
す
る
こ

と
は
な
く
、
吏
員
の
冠
帯
す
る
も
の
が
省
祭
す
る
こ
と
も
な

か
っ
た
。
初
め
は
こ
の
よ
う
な
人
は
な
く
今
に
な
っ
て
あ
る
よ

う
に
な
っ
た
の
だ
か
ら
礼
文
に
も
根
拠
が
な
い
。
ま
し
て
、
各

処
の
明
倫
堂
は
狭
く
前
項
の
監
生
や
省
祭
官
は
人
数
が
多
く
、

会
飲
し
よ
う
と
す
れ
ば
座
席
を
争
い
口
論
や
喧
嘩
沙
汰
に
な
っ

て
、
朝
廷
の
老
人
を
尊
び
徳
を
尊
ん
で
風
俗
を
善
導
し
よ
う
と

い
う
盛
典
を
壊
す
も
の
で
あ
る
。

戸
部
と
し
て
は
監
生
や
省
祭
官
の
郷
飲
酒
礼
へ
の
出
席
の
規
定
は

当
初
か
ら
な
い
の
で
、
会
飲
の
人
数
を
極
力
制
限
し
よ
う
と
い
う
も

の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
窺
え
る
の
は
、
長
幼
の
序
を
基
礎
と
し
て
秩

序
の
維
持
を
図
る
と
い
う
本
来
の
目
的
か
ら
逸
脱
し
て
、
革
職
さ
れ

た
官
僚
が
復
職
を
計
り
、
監
生
な
ど
の
猟
官
の
場
所
へ
と
変
質
し
て

い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
明
代
中
期
頃
か
ら
郷
飲
酒
礼
の
形
骸
化
が
進

ん
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
嘉
靖
四
十
年
（
一
五
六
一
）
に
淳
安
県
知
県

と
な
っ
た
海
瑞
も
元
の
生
員
が
席
に
預
か
る
の
は
儀
注
に
な
い
の
で

認
め
ら
れ
な
い
と
述
べ
た
後
に
、
当
時
の
郷
飲
酒
礼
に
つ
い
て
次
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る）

25
（

。

堯
舜
の
道
は
孝
弟
の
み
で
あ
る
。
郷
飲
酒
礼
は
年
齢
や
徳
を
尊

び
、
正
に
政
治
の
首
事
で
あ
る
。
た
と
え
、
出
席
す
る
人
間
が

必
ず
し
も
有
徳
の
人
で
な
く
手
本
と
す
べ
き
で
な
く
と
も
、
孔

子
が
羊
を
惜
し
む
よ
り
も
礼
を
惜
し
む
と
い
っ
た
こ
と
や
千
里

の
馬
な
ら
死
ん
で
い
て
も
買
う
と
言
っ
た
郭
魁
の
よ
う
に
、
礼

儀
を
残
し
て
お
け
ば
聖
治
を
盛
ん
に
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ

る
。
今
、
当
事
者
は
常
々
そ
こ
を
な
お
ざ
り
に
し
て
お
り
、
礼
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が
行
わ
れ
な
く
は
な
い
が
、
思
い
が
あ
っ
て
も
、
民
衆
は
実
行

せ
ず
風
俗
は
美
化
し
な
い
の
は
堯
舜
の
道
を
知
ら
な
い
か
ら
で

あ
る
。

儀
式
と
し
て
は
残
存
し
て
い
る
も
の
の
、
本
来
の
意
図
と
は
異

な
っ
て
い
る
状
況
が
読
み
取
れ
る
。
ル
ー
テ
ィ
ン
化
し
た
制
度
が
存

在
す
る
だ
け
で
洪
武
礼
制
が
意
図
し
た
「
長
幼
の
序
」
に
よ
っ
て
秩

序
の
維
持
を
図
る
と
い
う
理
念
は
変
質
し
て
い
た
。

三
　
壇
と
廟

明
代
の
地
方
祭
祀
の
前
代
と
の
相
違
点
は
、
そ
れ
ま
で
一
部
で
は

認
め
ら
れ
た
も
の
の
全
面
的
に
は
制
度
化
さ
れ
な
か
っ
た
城
隍
廟
が

正
式
に
国
家
祭
祀
の
一
つ
と
な
っ
た
こ
と
と
、
そ
れ
以
前
に
は
な

か
っ
た
厲
壇
が
新
設
さ
れ
て
、
そ
れ
ま
で
は
民
間
の
運
営
に
任
せ
ら

れ
て
い
た
里
社
と
共
に
祀
典
に
組
み
込
ま
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ

の
中
で
も
城
隍
廟
が
占
め
る
地
位
が
注
目
さ
れ
る
。
明
清
時
代
の
城

隍
廟
が
冥
界
の
支
配
者
と
し
て
、
現
世
の
地
方
官
と
対
比
さ
れ
る
存

在
で
あ
り
、
そ
の
地
方
を
代
表
す
る
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
は
こ
れ
ま

で
の
研
究
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る）

26
（

。
知
県
が
着
任
の
際
に
先
ず
城
隍

廟
に
拝
謁
す
る
よ
う
に
規
定
が
変
更
さ
れ
る
の
も
そ
れ
を
裏
付
け

る）
27
（

。
し
か
し
、
城
隍
神
が
当
初
か
ら
他
を
圧
倒
す
る
だ
け
の
地
位
が

あ
っ
た
よ
う
に
は
考
え
ら
れ
な
い
。
筆
者
は
先
に
嘉
靖『
徽
州
府
志
』

の
記
事
を
引
用
し
て
、
祭
祀
費
用
の
項
目
に
城
隍
廟
の
支
出
が
な
い

こ
と
に
疑
問
を
呈
し
て
お
い
た）

28
（

。
そ
れ
は
山
川
壇
と
城
隍
廟
が
合
祭

さ
れ
て
城
隍
廟
の
た
め
の
祭
祀
費
用
も
山
川
壇
の
中
に
含
ま
れ
る
た

め
で
あ
る
。
嘉
靖
『
恵
安
県
志
』
巻
十
典
祠
の
山
川
壇
の
項
は
次
の

よ
う
に
述
べ
る
。

風
雲
雷
雨
山
川
壇
は
在
県
の
南
一
里
に
あ
る
。
洪
武
元
年
に
天

下
の
州
県
に
命
令
し
て
そ
の
境
内
の
山
川
を
祀
ら
せ
た
。
六
年

に
至
っ
て
風
雲
雷
雨
と
合
祭
し
た
。
そ
の
後
、
城
隍
廟
も
ま
た

合
祭
し
た
。
知
県
高
顕
が
建
て
た
。
そ
の
制
度
は
社
稷
と
同
じ

で
あ
る
。
た
だ
、
門
は
南
か
ら
入
り
、
東
西
北
は
各
五
丈
、
南

は
九
丈
五
尺
、
石
主
は
設
け
ず
に
神
牌
三
を
立
て
、
そ
の
一
に

は
本
県
境
内
山
川
の
神
と
書
き
、
一
つ
に
は
風
雲
雷
雨
の
神
と

書
き
、
一
に
は
本
県
城
隍
の
神
と
書
い
て
あ
る
。
祭
り
に
臨
ん

で
は
風
雲
雷
雨
を
中
央
に
、山
川
を
左
に
城
隍
を
右
に
設
け
る
。

祭
り
終
わ
っ
た
こ
れ
を
神
厨
に
収
め
る
。
神
庫
は
各
三
間
、
宰

牲
房
は
三
間
、
共
に
壇
の
東
に
あ
る
。
斎
宿
は
三
間
、
南
垣
外

に
あ
る
。
華
表
を
壇
の
南
に
立
て
る
。

山
川
壇
と
風
雲
雷
雨
壇
は
元
は
別
々
の
壇
で
あ
っ
た
が
、
洪
武
六

年
（
一
三
七
三
）
に
一
壇
と
し
、
そ
の
後
│
会
典
で
は
洪
武
二
十
六

年
（
一
三
九
三
）
の
こ
と
と
す
る
│
城
隍
廟
の
祭
祀
も
ま
と
め
て
行

う
こ
と
と
な
っ
た）

29
（

。
山
川
壇
に
は
風
雲
雷
雨
と
城
隍
の
三
神
を
祭
る

神
牌
が
置
か
れ
て
祭
祀
が
行
わ
れ
て
い
て
、
城
隍
廟
で
の
単
独
の
祭
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祀
は
規
定
さ
れ
て
い
な
い
。
祈
雨
・
祈
晴
等
の
場
面
で
も
そ
れ
ぞ
れ

の
神
は
対
等
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。『
水
東
日
記
』
巻
二
十
一　

王
叔
英
祈
雨
文
に
は
洪
武
三
十
一
年
（
一
三
九
八
）
に
漢
陽
県
知
県

で
あ
っ
た
王
叔
英
の
文
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
「
風
雲
雷

雨
神
」「
本
府
山
川
神
」「
本
府
城
隍
神
」
が
祈
雨
の
対
象
に
な
っ
て

お
り
、
三
者
に
上
下
関
係
が
あ
っ
た
よ
う
に
は
思
わ
れ
な
い
。
し
か

し
、
城
隍
廟
は
祭
日
の
増
加
と
共
に
民
衆
の
圧
倒
的
な
信
仰
を
集
め

る
場
所
に
な
っ
て
い
く
。
例
え
ば
、
北
京
の
都
城
隍
廟
は
都
の
西
部

に
位
置
し
、廟
市
の
開
か
れ
る
一
大
繁
華
街
に
あ
っ
た
。『
宛
署
雑
記
』

巻
十
八
祀
神
の
記
述
に
依
れ
ば
、
嘉
靖
九
年
（
一
五
三
〇
）
以
降
に

は
山
川
壇
の
従
祀
が
や
め
ら
れ
、
旗
纛
廟
の
祭
日
と
万
寿
聖
節
及
び

五
月
一
日
の
生
誕
の
日
に
も
祭
祀
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い

う）
30
（

。
本
来
は
、山
川
壇
に
城
隍
神
が
従
祀
さ
れ
て
い
た
は
ず
な
の
に
、

こ
こ
で
は
そ
の
関
係
が
逆
転
し
て
い
る
。
城
隍
廟
の
代
表
的
な
祭
祀

で
あ
る
「
三
巡
会
」
や
商
業
活
動
の
色
彩
の
強
い
廟
会
が
一
般
化
し

て
、
干
害
・
水
害
等
の
自
然
災
害
か
ら
孤
鬼
の
救
済
や
犯
罪
人
の
追

捕
ま
で
オ
ー
ル
マ
イ
テ
ィ
の
霊
験
を
示
す
よ
う
に
な
る
の
は
明
代
中

期
以
降
の
こ
と
で
あ
ろ
う）

31
（

。
た
だ
、
明
代
に
新
設
さ
れ
た
厲
壇
は
冥

界
を
司
る
城
隍
廟
の
下
部
組
織
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
。嘉
靖『
恵

安
県
志
』
巻
十
の
邑
厲
壇
の
項
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

県
北
二
里
に
あ
る
。
知
県
羅
泰
が
建
て
た
。
そ
の
制
度
は
社
稷

と
同
じ
で
あ
る
。
た
だ
、
門
は
南
か
ら
入
っ
て
階
を
出
し
て
い

る
。
壇
下
は
前
が
九
丈
五
尺
、
東
西
が
各
五
丈
あ
っ
て
周
り
に

垣
根
を
め
ぐ
ら
し
、
壇
の
東
に
は
亭
を
建
て
、
碑
刻
を
立
て
て

祭
文
を
頒
降
す
る
。
毎
年
清
明
の
日
と
秋
七
月
十
五
日
、
冬
十

月
朔
に
祭
る
。
祭
る
前
日
に
牌
で
本
県
の
城
隍
廟
に
牒
文
に
知

ら
せ
、
祭
る
と
き
に
は
城
隍
神
を
主
と
す
る
。
尚
、
神
牌
二
つ

を
壇
の
左
下
に
設
置
し
て
本
県
無
祀
の
鬼
神
と
言
う
。

邑
厲
壇
の
祭
祀
に
先
ん
じ
て
城
隍
廟
に
報
告
す
る
よ
う
に
な
っ
て

い
る
。
県
の
各
地
に
あ
る
郷
厲
壇
も
邑
厲
壇
と
同
じ
よ
う
に
城
隍
神

に
祭
告
が
行
わ
れ
て
か
ら
祭
祀
が
行
わ
れ
た
。

各
都
で
は
皆
南
郷
に
壇
を
設
け
て
い
る
。
周
囲
は
四
丈
、
高
さ

は
一
尺
。
壇
の
下
は
広
さ
が
二
丈
で
高
い
垣
根
で
周
り
を
取
り

囲
ん
で
あ
る
。
毎
年
三
祭
、
期
日
は
県
と
同
じ
で
あ
り
祭
物
・

牲
酒
は
郷
俗
に
従
っ
て
準
備
す
る
。
輪
番
の
会
首
が
祭
り
の
後

に
行
う
会
飲
・
読
誓
等
の
儀
式
は
社
と
同
じ
で
あ
る
。
城
隍
に

祭
告
す
る
こ
と
や
祭
文
は
県
の
祭
り
と
同
じ
で
あ
る
。

郷
厲
壇
│
邑
厲
壇
│
城
隍
廟
と
い
う
統
属
関
係
が
想
定
で
き
る
。

社
稷
壇
と
里
社
壇
と
の
間
に
も
同
様
の
関
係
が
想
定
で
き
る
が
、
明

代
後
期
の
地
方
志
は
里
社
壇
が
廃
絶
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
い
う
も
の

が
多
い
。
濱
島
敦
俊
氏
は
明
初
の
里
社
壇
と
は
実
質
的
に
土
地
廟
で

あ
っ
た
と
し
て
洪
武
礼
制
の
里
社
の
規
定
の
実
効
性
に
疑
問
を
呈
し

て
い
る）

32
（

。
里
社
壇
の
存
在
を
全
く
否
定
す
る
こ
と
も
難
し
い
が
、
実

情
は
地
域
に
よ
っ
て
様
々
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
例
え
ば
、
永
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楽
大
典
引
用
の
『
呉
興
続
志
（
湖
州
府
志
）』
に
は
、
郷
厲
壇
の
記

載
は
あ
る
が
里
社
壇
に
つ
い
て
の
記
載
が
な
い
。
こ
れ
は
洪
武
十
四

年
（
一
三
八
一
）
以
前
の
編
纂
の
た
め
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の

後
に
編
纂
さ
れ
た
三
種
類
（
成
化
・
嘉
靖
・
万
暦
）
の
『
湖
州
府
志
』

に
も
里
社
壇
の
記
載
が
な
い
。
こ
れ
は
隣
接
す
る
蘇
州
府
下
で
も
同

様
で
あ
り
、
乾
隆
『
呉
江
県
志
』
巻
七
壇
廟
に
は
そ
の
理
由
を
次
の

よ
う
に
述
べ
る
。

明
の
会
典
を
調
べ
て
み
る
と
里
社
壇
は
五
土
五
穀
の
神
を
祀

り
、
凡
そ
郷
村
で
は
毎
里
百
戸
ご
と
に
壇
一
箇
所
を
建
て
会
首

が
春
秋
の
二
仲
月
の
一
日
に
祭
祀
を
行
い
、
儀
約
や
祝
文
に
は

定
制
が
あ
る
と
。
け
れ
ど
も
旧
志
に
は
こ
れ
が
な
い
の
は
、
洪

武
礼
制
で
は
有
司
に
命
じ
て
各
所
の
淫
祠
や
寺
観
を
壊
し
て
里

社
壇
に
し
た
が
、
地
方
官
は
敢
え
て
壊
そ
う
と
し
な
か
っ
た
の

で
、
壇
を
建
て
た
場
所
は
少
な
く
記
載
す
る
ま
で
も
な
か
っ
た

か
ら
で
あ
る
。

中
央
の
政
策
が
地
方
で
は
骨
抜
き
に
さ
れ
弥
縫
的
な
対
応
に
留

ま
っ
た
こ
と
は
十
分
あ
り
え
た
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。
村
落
で
の
娯

楽
的
な
要
素
が
強
か
っ
た
民
間
の
里
社
を
官
制
の
祀
典
に
取
り
込
む

こ
と
は
難
し
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
葉
春
及
の
『
恵
安
政
書
』
巻
九

里
社
で
も
隆
慶
年
間
（
一
五
六
七
〜
七
二
）
の
様
子
を
次
の
よ
う
に

述
べ
る
。

我
が
高
皇
帝
は
即
位
す
る
と
最
も
鬼
神
の
祭
祀
を
重
ん
じ
、
大

社
稷
を
建
て
て
天
下
の
府
州
県
を
統
括
し
、
県
に
は
社
稷
が

あ
っ
て
各
里
を
統
合
し
た
。
里
に
は
社
稷
が
あ
っ
て
洪
武
礼
制

を
備
え
、
ま
た
、
民
が
神
に
報
い
る
こ
と
を
知
ら
な
い
の
を
怖

れ
て
、
大
誥
を
造
っ
て
こ
れ
を
戒
諭
し
た
。
敬
し
て
汚
さ
な
い

た
め
に
神
は
こ
れ
に
瑞
祥
を
下
し
た
。
今
、
有
司
は
県
の
社
稷

を
祭
っ
て
い
る
だ
け
で
、
各
里
で
は
多
く
廃
さ
れ
て
い
る
。
そ

し
て
淫
祠
を
建
て
て
一
里
ご
と
に
数
十
区
に
も
な
り
、
そ
れ
を

土
穀
の
神
と
名
づ
け
て
い
る
。
家
で
は
巫
祝
を
そ
な
え
祭
祀
に

も
限
度
が
な
い
。
国
制
で
は
壇
を
造
っ
て
屋
宇
は
造
ら
な
い
。

天
子
は
百
神
の
宗
で
あ
り
、
祀
典
に
載
せ
な
け
れ
ば
誰
が
祭
ろ

う
と
す
る
だ
ろ
う
か
。だ
か
ら
以
前
の
よ
う
に
里
社
を
建
て
た
。

葉
春
及
は
淫
祠
を
破
壊
し
た
上
で
、
荒
廃
し
て
い
た
里
社
（
社
稷

壇
）
を
復
興
し
た
と
い
い
、
恵
安
県
の
三
十
の
都
に
は
一
箇
所
ず
つ

の
社
稷
壇
と
厲
壇
の
記
載
が
あ
る）

33
（

。『
恵
安
政
書
』に
は
郷
約
・
保
甲
・

社
倉
・
社
学
の
構
想
が
示
さ
れ
て
お
り
、
里
社
の
復
活
も
そ
の
一
環

で
あ
っ
た
。
嘉
靖
年
間
頃
か
ら
郷
約
の
実
施
に
伴
っ
て
里
社
の
復
興

が
見
ら
れ
る
の
は
事
実
で
あ
る
と
考
え
る）

34
（

。
里
甲
制
を
基
盤
と
す
る

明
初
の
体
制
が
動
揺
す
る
頃
に
な
っ
て
、
当
為
と
し
て
の
洪
武
礼
制

が
再
び
脚
光
を
浴
び
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

明
代
の
地
方
志
に
は
社
稷
・
山
川
・
邑
厲
壇
は
定
制
の
と
お
り
に

記
載
さ
れ
、
再
建
も
定
期
的
に
行
わ
れ
て
き
た
よ
う
に
見
え
る
。
し

か
し
、
中
に
は
三
十
年
以
上
に
亘
っ
て
社
稷
・
山
川
・
邑
厲
壇
の
三
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壇
が
再
建
さ
れ
な
い
ま
ま
に
な
っ
て
い
た
例
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
恵

安
県
と
同
じ
く
泉
州
府
に
属
す
る
安
渓
県
の
場
合
で
あ
る
。
安
渓
県

で
は
嘉
靖
三
十
九
年
（
一
五
六
〇
）
の
倭
寇
の
被
害
に
よ
っ
て
三
壇

が
県
学
・
文
廟
と
も
ど
も
焼
失
し
て
し
ま
い
、
そ
の
後
万
暦
二
十
二

年
（
一
五
九
四
）
に
再
建
さ
れ
る
ま
で
三
壇
が
存
在
し
な
か
っ
た
。

乾
隆
『
安
渓
県
志
』
巻
一
城
署
に
は
三
壇
は
倭
寇
の
た
め
に
そ
れ
ぞ

れ
鳳
山
の
山
麓
や
演
舞
亭
の
西
南
・
東
嶽
廟
の
左
に
移
転
し
た
と
す

る
が
、
こ
れ
は
仮
の
祭
事
場
だ
っ
た
ら
し
く
同
書
巻
十
一
芸
文
「
明

邑
令
章
廷
訓
重
建
三
壇
碑
記
」
で
は
三
壇
が
焼
失
し
た
後
、
旧
基
は

嘉
靖
四
十
二
年
に
着
任
し
た
知
県
陳
綵
に
よ
っ
て
郷
官
に
売
却
さ
れ

て
し
ま
い
、
祭
祀
の
時
に
は
倉
卒
に
在
野
で
済
ま
せ
て
し
ま
う
状
態

だ
っ
た
と
い
う
。
陳
綵
が
基
地
を
売
却
し
た
の
は
私
利
を
図
っ
た
の

で
は
な
く
、
県
城
や
県
学
の
改
築
を
優
先
さ
せ
た
た
め
で
あ
る
ら
し

い）
35
（

。
こ
れ
程
、
極
端
な
例
で
な
い
と
し
て
も
多
く
の
県
で
は
制
度
を

維
持
す
る
の
に
精
一
杯
の
状
況
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
正
徳
一
五

年
（
一
五
二
〇
）
に
上
海
県
知
県
と
し
て
赴
任
し
た
鄭
洛
書
は
翌
年

に
社
稷
・
山
川
・
邑
厲
壇
を
修
築
し
て
い
る
が
、
嘉
靖
『
上
海
県
志
』

巻
三
祠
祀
に
よ
れ
ば
、
社
稷
・
山
川
壇
は
洪
武
三
年
（
一
三
七
〇
）

に
邑
厲
壇
も
同
年
に
建
設
さ
れ
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
以
外
に
は
正

徳
年
間
ま
で
再
建
さ
れ
た
記
事
が
見
当
た
ら
な
い
。
同
書
巻
八
芸
文

志
「
神
稷
壇
記
」
及
び
「
山
川
壇
記
」
に
よ
れ
ば
両
壇
と
も
廃
弛
し
、

神
稷
（
社
稷
）
壇
は
草
む
ら
の
廃
墟
の
中
に
あ
り
、
垣
根
は
壊
れ
廃

屋
だ
け
が
残
っ
て
い
て
牛
羊
が
徘
徊
す
る
有
様
だ
っ
た
と
い
う
。
明

初
の
制
度
設
定
以
後
、
百
五
十
年
余
り
修
築
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。
地
方
の
祀
典
に
載
せ
ら
れ
た
壇
や
廟
は
定
期
的
な
修

理
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
は
い
る
が
、
地
方
政
府
に
と
っ
て
は
そ
の
費

用
を
捻
出
す
る
こ
と
は
難
し
く
、
修
築
す
る
場
合
に
は
多
く
民
間
の

寄
付
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
民
衆
の
信
仰
を
寄
せ
ら
れ
て
い

た
祠
廟
は
と
も
か
く
、
余
り
人
気
の
な
い
壇
廟
の
再
建
の
難
し
か
っ

た
事
情
が
窺
え
る
。
宋
代
か
ら
社
稷
壇
の
衰
退
と
そ
れ
に
比
例
し
た

城
隍
廟
の
隆
盛
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
明
代
の
状
況
も
そ
の
傾
向
に

棹
差
す
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う）

36
（

。

お
わ
り
に

儀
礼
や
祭
祀
は
一
度
制
定
さ
れ
る
と
ル
ー
テ
ィ
ン
化
し
や
す
く
、

そ
の
変
化
も
表
面
上
に
は
表
れ
に
く
い
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
宋
代

に
比
べ
て
残
さ
れ
た
記
録
が
少
な
い
の
も
、
制
度
化
が
進
み
、
地
方

官
の
裁
量
の
余
地
が
少
な
く
な
っ
た
た
め
だ
と
思
わ
れ
る
。
毎
年
同

じ
よ
う
に
繰
り
返
さ
れ
る
行
事
は
実
行
す
る
人
々
に
と
っ
て
意
識
化

さ
れ
る
こ
と
の
少
な
い
も
の
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
れ
だ
け
安

定
的
に
運
用
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
郷
飲
酒
礼
や

社
稷
・
山
川
・
邑
厲
壇
の
よ
う
に
形
骸
化
の
進
行
は
押
し
と
ど
め
る

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
反
面
、
迎
春
（
土
牛
）
儀
礼
や
旗
纛
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廟
の
祭
祀
の
よ
う
な
民
間
の
習
俗
と
一
体
化
し
た
行
事
は
継
承
発
展

し
て
い
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
民
間
で
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ

た
里
社
・
郷
厲
壇
な
ど
は
間
も
な
く
廃
れ
て
い
く
命
運
を
逃
れ
ら
れ

な
か
っ
た
。明
初
に
制
定
さ
れ
た
制
度
が
再
び
脚
光
を
浴
び
る
の
は
、

洪
武
礼
制
に
代
表
さ
れ
る
理
念
が
失
わ
れ
た
と
意
識
さ
れ
る
よ
う
に

な
る
嘉
靖
年
間
以
降
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
郷
約
の
実
施
は
一
面
で
は

洪
武
礼
制
へ
の
回
帰
と
い
う
復
古
的
な
一
面
を
持
っ
て
い
る
が
、
里

甲
制
に
代
表
さ
れ
る
村
落
の
共
同
体
的
機
能
を
回
復
し
よ
う
と
い
う

運
動
で
あ
り
、
そ
れ
に
付
随
し
た
祭
祀
と
儀
礼
に
も
再
び
脚
光
が
当

て
ら
れ
、
伝
統
の
再
創
造
が
図
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
明

初
の
制
度
は
変
容
し
て
い
る
が
、
中
期
以
降
に
定
着
し
た
実
態
が
そ

の
後
の
標
準
と
な
っ
た
と
言
え
る
。

小
稿
は
様
々
な
側
面
を
有
す
る
祭
祀
儀
礼
の
大
ま
か
な
素
描
に
止

ま
っ
て
お
り
、
前
代
と
の
比
較
や
そ
れ
以
後
の
展
開
に
は
及
ん
で
い

な
い
。
そ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
今
後
の
検
討
に
委
ね
た
い
。

　

注
（
1
）　

明
清
時
代
の
地
方
行
政
に
つ
い
て
は
、
古
く
は
『
清
国
行
政
法
』

第
一
巻
下
を
始
め
と
し
て
、C

h ’u Tu ’ng tsu L
ocal　

G
overnm

ent 

in C
hina under the C

h ’ing

（H
arvard U

niversity P
ress. 1962

）

中
文
訳　

瞿
同
祖
『
清
代
地
方
政
府
』（
北
京
法
律
出
版
社　

二
〇

一
一
年
修
訂
版
）、
柏
樺
『
明
代
州
県
政
治
体
制
』（
中
国
社
会
科
学

出
版
者
二
〇
〇
三
年
）
等
参
照
。

（
2
）　

山
本
英
史
『
赴
任
す
る
知
県
│
清
代
の
地
方
行
政
と
そ
の
人
間
環

境
│
』（
研
文
出
版　

二
〇
一
六
年
）。
宋
元
時
代
の
祭
祀
に
つ
い
て

は
金
井
徳
幸
「
南
宋
に
お
け
る
社
稷
壇
と
社
廟
に
つ
い
て
│
鬼
の
信

仰
を
中
心
と
し
て
│
（『
台
湾
の
宗
教
と
中
国
文
化
』
風
響
社　

一

九
九
二
年
所
収
）、
池
内
功
「
元
朝
の
郡
県
祭
祀
に
つ
い
て
」（『
中

国
に
お
け
る
教
と
国
家
』
雄
山
閣　

一
九
九
四
年
所
収
）
参
照
。

（
3
）　

開
読
の
変
に
つ
い
て
は
、
田
中
正
俊
「
民
変
・
抗
租
奴
変
」（『
世

界
の
歴
史
』
十
一　

ゆ
ら
ぐ
中
華
帝
国　

筑
摩
書
房　

一
九
六
一
年

所
収
）
及
び
岸
本
美
緒
『
明
清
交
代
と
江
南
社
会
│
十
七
世
紀
中
国

の
秩
序
問
題
│
』
第
四
章　

五
人
像
の
成
立　
（
東
京
大
学
出
版
会　

一
九
九
四
年
）
参
照
。
こ
の
時
の
「
開
読
」
は
蘇
州
の
西
察
院
で
行

わ
れ
る
予
定
だ
っ
た
。
西
察
院
は
監
察
御
史
の
巡
歴
時
の
休
息
所
と

し
て
成
化
五
年
に
改
築
さ
れ
た
役
所
で
あ
る
。
民
国
『
呉
県
志
』
巻

二
十
九
下
公
暑
参
照
。
正
徳
『
大
明
会
典
』
巻
七
十
三　

有
司
迎
接

詔
赦
礼
儀
「
凡
朝
廷
遣
使
各
処
、
開
読
詔
赦
。
如
至
開
読
処
、
本
処

官
員
、
具
龍
亭
・
綵
輿
・
儀
仗
、
鼓
楽
出
郭
迎
接
、
朝
使
下
馬
、
取

詔
書
置
龍
亭
中
南
向
。
朝
使
立
于
龍
亭
東
。
本
処
官
員
具
服
北
面
、

行
五
拝
三
叩
頭
礼
。
衆
官
及
鼓
楽
前
導
引
、
朝
使
上
馬
龍
亭
後
行
、

至
公
廨
門
外
。
衆
官
先
入
、
文
武
官
分
東
西
序
立
候
龍
亭
、
至
公
庭

中
。」

（
4
）　
『
太
祖
実
録
』
巻
百
五
十　

洪
武
十
八
年
正
月
癸
未
の
条
参
照
。

 

「
新
官
到
任
儀
」
は
正
徳
『
大
明
会
典
』
巻
五
十
六
及
び
「
大
明
官
制
」

（『
皇
明
制
書
』
所
収
）『
新
官
到
任
儀
注
』（
崇
禎
刊
）
等
で
内
容
に

異
同
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
改
訂
前
と
考
え
ら
れ
る
も
の
を
引
用
し
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た
。
正
徳
『
大
明
会
典
』
巻
五
十
六
「
一
有
司
新
受
職
赴
任
者
、
未

到
城
一
舎
二
三
十
里
而
止
、
先
令
人
報
知
礼
房
吏
、
告
示
官
属
及
父

老
人
等
、
相
率
出
城
来
会
。
令
洒
掃
合
祀
神
祇
祠
宇
、
備
牲
醴
祭
儀

以
候
謁
告
。
比
至
城
外
、
斎
宿
三
日
、
第
四
日
清
晟
、
父
老
人
等
導

引
入
城
、
遍
詣
諸
神
祠
、
如
儀
致
祭
」。　

宋
代
の
到
任
儀
礼
に
つ

い
て
は
梅
村
尚
樹
氏
の
論
文
が
あ
り
、
多
く
の
祠
廟
が
拝
謁
の
対
象

に
な
っ
て
い
る
が
そ
の
中
で
も
、
孔
子
廟
の
占
め
る
地
位
が
高
か
っ

た
こ
と
を
述
べ
る
。「
宋
代
地
方
官
の
着
任
儀
礼
│
官
学
と
の
関
係

を
中
心
に
│
」（『
東
洋
学
報
』
九
十
三
│
三　

二
〇
一
一
年
）
参
照
。

（
5
）　

正
徳
『
大
明
会
典
』
巻
五
十
六　

新
官
到
任
儀
に
「
宣
徳
十
年
奏

准
、
各
布
政
司
・
按
察
使･

府
州
県
新
官
到
任
、
於
本
処
城
隍
廟
会

請
応
祀
諸
神
、
用
猪
羊
二
牲
総
祭
。」
と
あ
る
。「
新
官
到
任
儀
」
が

先
ず
城
隍
廟
に
参
詣
す
る
よ
う
に
改
訂
さ
れ
て
い
る
の
は
宣
徳
十
年

の
規
定
と
関
連
し
て
い
る
ら
し
い
。

（
6
）　

文
廟
祭
祀
の
最
近
の
包
括
的
な
研
究
に
は
薫
喜
寧
『
孔
廟
祭
祀
研

究
』（
中
国
社
会
研
究
社　

二
〇
一
四
年
）
が
あ
り
、
釈
奠
礼
に
つ

い
て
は
同
書
第
七
章
参
照
。

（
7
）　
『
世
宗
実
録
』
巻
百
十
九　

嘉
靖
九
年
十
一
月
辛
丑
の
条
参
照
。

嘉
靖
の
礼
制
改
革
に
つ
い
て
は
小
島
毅
「
嘉
靖
の
礼
制
改
革
に
つ
い

て
」（『
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
』
一
一
七
冊　

一
九
九
二
年
）
参
照
。

（
8
）　

梅
村
尚
樹
「
宋
代
先
賢
祭
祀
の
理
論
」（『
史
学
雑
誌
』
百
二
十
二

│
七　

二
〇
一
三
年
）
同
「
先
賢
祭
祀
と
祖
先
祭
祀
」（『
歴
史
学
研

究
』
№
九
四
六　

二
〇
一
六
年
│
九
月
）
参
照
。
万
暦
『
漳
州
府
志
』

巻
六　

礼
楽
志　

郷
賢
之
祭
に
は
祖
先
を
崇
敬
す
る
あ
ま
り
、
ふ
さ

わ
し
く
な
い
人
物
を
郷
賢
祠
に
祭
っ
て
も
ら
お
う
と
す
る
風
潮
を
批

判
し
て
審
査
を
厳
重
に
す
る
よ
う
に
と
の
巡
按
御
史
の　

通
達
を
引

用
す
る
。

（
9
）　

万
暦
『
杭
州
府
志
』
巻
四
十
二
壇
廟
上
及
び
巻
五
十
二
礼
制
参
照
。

（
10
）　

万
暦『
大
明
会
典
』巻
九
三
有
司
祀
典
上
獄
鎮
海
瀆
の
項
参
照
。『
到

任
儀
注
』
祭
嶽
鎮
海
瀆
帝
王
陵
廟
礼
儀
に
は
「
凡
五
嶽
四
海
四
瀆
及

帝
王
陵
廟
、
已
有
取
勘
定
擬
去
処
。
所
在
官
司
以
春
秋
仲
月
上
旬
撰

日
致
祭
。
近
布
政
司
布
政
司
祭
、
近
府
州
県
府
州
県
祭
。」
と
あ
る
。

（
11
）　
『
大
祖
実
録
』
巻
三
七　

洪
武
元
年
十
二
月
庚
寅
の
条
及
び
正
徳

『
松
江
府
志
』
巻
十
五
壇
廟
参
照
。
旗
纛
廟
に
つ
い
て
は　

山
本
さ

く
ら
「
明
代
の
旗
纛
廟
│
地
方
志
に
お
け
る
旗
纛
廟
の
考
察
│
」（
別

府
大
学
史
学
研
究
会
『
史
学
論
叢
』
№
三
四　

二
〇
〇
四
年
）
が
あ

る
が
筆
者
未
見
。

（
12
）　

山
根
幸
夫
『
明
代
徭
役
制
度
の
展
開
』（
東
京
女
子
大
学
出
版
会　

一
九
六
六
年
）
第
一
章
第
三
節　

里
甲
正
役
及
び
第
二
章
第
二
節　

里
甲
正
役
の
発
展
。
岩
見
弘
『
明
代
徭
役
制
度
の
研
究
』（
同
朋
舎

出
版　

一
九
八
六
年
）
第
二
章
明
初
に
お
け
る
上
供
物
料
と
地
方
公

費
参
照
。

（
13
）　
『
海
忠
介
公
全
集
』
巻
二　

条
例
に
は
海
瑞
が
淳
安
県
知
県
（
嘉

靖
四
十
一
〜
四
二
年
）
で
あ
っ
た
時
の
「
祭
祀
銀
両
」
の
項
目
が
あ

り
、
祭
祀
関
係
の
費
用
と
し
て
は
九
五
両
余
り
、
社
稷
壇
（
年
間
八

両
）
の
物
品
と
し
て
は
三
十
二
品
目
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
14
）　

前
掲
山
根
著
書
第
二
章
。「
公
費
」
の
銀
納
化
以
後
の
様
相
に
つ

い
て
は
栗
林
宣
夫
『
里
甲
制
の
研
究
』（
文
理
書
院　

一
九
七
一
年
）

第
二
章
里
甲
の
役
と
銀
納
化
参
照
。

（
15
）　
『
苑
署
雑
記
』十
四　

経
費
上　

文
廟
祭
祀「
除
大
興
県
分
管
春
祭
、
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宛
平
県
管
秋
祭
。
先
期
輪
委
佐
領
一
員
、
支
行
銀
買
弁
。」
北
京
の

鋪
戸
の
役
に
つ
い
て
は
新
宮
（
佐
藤
）
学
「
明
代
北
京
の
鋪
戸
の
役

と
そ
の
銀
納
化
│
都
市
商
業
者
の
実
態
と
把
握
を
巡
っ
て
│
」（『
歴

史
』
六
二
輯　

一
九
八
四
年　

同
『
明
清
都
市
商
業
史
の
研
究
』
汲

古
書
院
二
〇
一
六
年
所
収
）
参
照
。

（
16
）　

中
山
八
郎
「
土
牛
考
」（
一
）〜（
三
）（『
人
文
研
究
』
十
五
│
五　

十
六
│
四　

二
十
│
七　

一
九
六
五
年
〜
一
九
七
〇
年
）
参
照
。
桃

符
等
の
正
月
儀
礼
に
つ
い
て
は
、
中
村
裕
一
『
中
国
古
代
の
年
中
行

事
』
第
一
冊　

春
正
月
（
汲
古
書
院　

二
〇
〇
九
年
）
参
照
。

（
17
）　
『
明
史
』
巻
六
十
七　

輿
服
三
参
照
。
正
月
・
冬
至
・
聖
誕
等
の

儀
式
の
時
に
着
用
す
る
の
が
朝
服
で
、
祭
祀
の
時
の
服
装
が
祭
服
。

通
常
の
公
務
時
の
服
装
が
公
服
で
あ
る
。

（
18
）　

清
初
の
蘇
州
（
常
熟
県
）
の
例
で
あ
る
が
、
土
牛
の
祭
礼
に
は
賤

民
と
み
な
さ
れ
た
丐
戸
が
動
員
さ
れ
た
が
、
雍
正
帝
に
よ
る
所
謂
賤

民
解
放
令
に
よ
っ
て
梨
園
の
職
業
俳
優
が
当
て
ら
れ
る
よ
う
に
な

り
、
そ
の
免
除
を
求
め
る
請
願
が
な
さ
れ
て
い
る
。
田
仲
一
成
「
清

代
蘇
州
職
造
と
江
南
俳
優
ギ
ル
ド
」（『
東
方
学
』
三
五
号　

一
九
六

七
年
）
参
照
。

（
19
）　

山
口
智
也
「
宋
代
郷
飲
酒
礼
考
│
儀
礼
空
間
と
し
て
見
た
人
的
結

合
の
〈
場
〉│
」（「
史
学
研
究
」
二
四
一　

二
〇
〇
三
年
）
参
照
。

（
20
）　
『
太
祖
実
録
』
巻
七
三　

洪
武
五
年
三
月
戊
申　

同
書
巻
一
三
五

洪
武
十
四
年
正
月
丁
丑
同
書
巻
一
五
七　

洪
武
十
六
年
十
一
月
乙
未

の
条
参
照
。
正
徳
『
大
明
会
典
』
巻
七
八
郷
飲
酒
礼
に
は
「（
洪
武
）

五
年
奏
定
郷
飲
酒
礼
儀
。
在
内
応
天
府
及
直
隷
府
州
県
、
毎
歳
孟
春

正
月
孟
冬
十
月
、
有
司
与
学
官
、
率
士
大
夫
之
老
者
、
行
於
学
校
。

在
外
行
省
所
属
府
州
県
、
亦
皆
取
法
於
京
師
。
其
民
間
里
社
以
百
家

為
一
会
、
粮
長
或
里
長
主
之
。
百
人
内
以
年
長
者
為
正
賓
、
余
以
歯

序
、
毎
季
行
之
於
里
中
。」
と
あ
る
。

（
21
）　

濱
島
敦
俊
『
総
管
信
仰
の
研
究
│
近
世
江
南
農
村
社
会
と
民
間
信

仰
│
』（
研
文
出
版　

二
〇
〇
一
年
）
第
四
章
明
朝
の
祭
祀
政
策
と

郷
村
社
会　

一
五
八
頁
参
照
。

（
22
）　

前
掲
山
口
論
文
参
照
。
丘
濬
『
重
編
瓊
台
稿
』
巻
二
三
景
婁
処
士

銭
君
墓
表
に
「
邑
大
夫
歳
行
郷
飲
酒
礼
、
以
書
速
君
正
賓
坐
、
終
不

赴
。」
と
あ
る
。

（
23
）　

後
述
の
引
用
文
に
も
あ
る
よ
う
に
、「
依
親
監
生
」
と
は
政
事
を

学
習
し
て
任
官
の
資
格
を
得
た
監
生
が
任
官
で
き
る
ま
で
帰
郷
す
る

こ
と
を
認
め
ら
れ
た
者
で
あ
り
、
省
祭
官
は
吏
員
出
身
者
で
冠
帯
を

許
さ
れ
て
帰
郷
し
て
い
る
者
を
言
う
。
明
代
の
進
士
・
挙
監
・
吏
員

の
三
方
法
に
よ
る
任
官
制
度
に
つ
い
て
は
、
谷
光
隆
「
明
代
銓
政
史

序
説
」（『
東
洋
史
研
究
』
二
十
三

－

二　

一
九
六
四
年
）
参
照
。
彼

ら
に
も
、
優
免
（
徭
役
の
免
除
）
の
権
利
が
与
え
ら
れ
た
こ
と
は
、

川
勝
守
『
中
国
封
建
国
家
の
支
配
構
造
』（
東
京
大
学
出
版
会　

一

九
八
一
年
）
第
二
編
第
七
章
一
条
鞭
法
に
よ
る
賦
役
制
度
改
革
と
郷

紳
的
土
地
所
有
の
展
開　

参
照
。

（
24
）　

臣
嘗
観
故
制
、
郷
飲
之
礼
所
以
尊
高
年
。
尚
有
徳
興
礼
譲
、
六
十

者
坐
、
五
十
者
立
待
以
聴
政
役
、
所
以
明
尊
長
。
六
十
者
三
豆
、
七

十
者
四
豆
、
八
十
者
五
豆
、
九
十
者
六
豆
、
所
以
明
養
老
也
。
及
図

式
内
開
、
東
坐
僚
属
序
爵
、
西
坐
衆
賓
序
歯
。
其
監
生
省
祭
官
、
非

有
爵
級
、
歯
亦
不
高
。
図
内
不
曾
序
有
坐
席
。
若
以
倶
是
習
政
待
用

之
人
数
、
正
好
聴
講
律
令
、
只
宜
依
礼
待
以
聴
政
役
、
且
郷
飲
酒
礼
、
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洪
武
年
間
已
有
定
例
。
彼
時
監
生
不
曾
回
依
親
読
書
、吏
員
冠
帯
者
、

亦
不
曾
放
回
省
祭
。
初
無
此
流
人
、
而
今
始
有
之
。
在
旧
制
有
違
、

在
礼
文
則
無
依
。
況
各
処
儒
学
明
倫
堂
窄
狭
、前
項
依
親
監
生
省
祭
、

又
員
数
多
、
倶
要
会
飲
、
未
免
相
争
坐
席
者
、
弁
説
喧
嘩
、
有
壊
朝

廷
遵
老
尚
徳
正
風
善
俗
之
盛
典
。

（
25
）　

前
掲
『
海
忠
介
公
全
集
』
巻
二　

条
例　
「
堯
舜
之
道
、孝
弟
而
巳
。

郷
飲
酒
礼
、
尊
重
年
徳
、
正
為
政
首
事
也
。
縦
与
席
之
人
未
必
的
然

徳
行
有
可
師
法
、
亦
当
愛
礼
存
羊
、
買
死
馬
首
致
千
里
馬
、
以
隆
聖

治
可
也
。
今
当
時
之
人
、
毎
々
忽
略
於
是
、
礼
非
不
行
、
而
意
念
所

隆
不
在
是
焉
。
民
不
興
行
、
風
俗
不
美
、
由
不
知
堯
舜
之
道
故
也
。」

（
26
）　

城
隍
廟
一
般
に
つ
い
て
は
、鄭
土
有･

王
賢
森
『
中
国
城
隍
信
仰
』

（
三
聯
書
店　

一
九
九
四
）、
清
代
の
城
隍
廟
の
地
位
に
つ
い
て
は
、

高
万
桑
「
清
代
江
南
地
区
的
城
隍
廟
│
張
元
帥
及
び
道
教
官
僚
体
系

│
』（『
清
史
研
究
』
二
〇
一
〇
│
一
、
水
越
知
「
清
代
後
期
に
お
け

る
重
慶
府
巴
県
の
寺
廟
と
地
方
社
会
│
『
巴
県
档
案
』
寺
廟
関
係
档

案
の
基
礎
的
研
究
│
」（『
史
林
』
九
十
八
│
一　

二
〇
一
五
年
）
等

参
照
。

（
27
）　

註
（
5
）
で
述
べ
た
よ
う
に
、『
新
官
到
任
儀
注
』
で
は
「
新
官

到
任
、
未
到
城
一
舎
而
止
、
先
令
人
報
知
礼
房
吏
胥
吏
、
告
示
官
属

及
父
老
人
等
、
相
率
出
城
来
会
、
令
灑
掃
城
隍
廟
、
会
請
在
城
応
祀

諸
神
」
と
あ
っ
て
城
隍
廟
が
主
体
と
な
っ
て
い
る
。

（
28
）　

拙
稿
「
南
京
神
廟
の
成
立
│
明
初
の
祠
廟
政
策
│
」（『
東
洋
学
報
』

八
十
九
│
二　

二
〇
〇
七
年
）

（
29
）　

元
代
の
州
県
祭
祀
で
は
社
稷
壇
の
他
に
風
師
・
雨
師
・
雷
師
の
壇

が
祭
ら
れ
、
立
春
と
立
夏
に
分
け
て
祭
祀
が
行
わ
れ
て
い
た
。
前
掲

池
内
論
文
参
照
。

（
30
）　
『
宛
署
雑
記
』
巻
十
八　

祀
神
「
永
楽
中
、
建
壇
廟
京
師
。
廟
建

于
都
城
西
。
嘉
靖
九
年
、
罷
山
川
壇
従
祀
、
歳
仲
秋
祭
旗
纛
月
並
祭

都
城
隍
。
万
寿
節
及
五
月
十
一
神
誕
皆
有
祭
。
皆
先
十
日
太
常
題
、

遣
本
寺
堂
上
官
行
礼
。
凡
国
有
大
災
則
告
廟
。」

（
31
）　
「
三
巡
会
」に
つ
い
て
は
前
掲
鄭
士
林
・
王
賢
森
著
書
第
七
章
参
照
。

城
隍
廟
の
様
々
な
霊
験
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
正
徳
『
汝
州
志
』

巻
八　

汝
州
城
隍
感
応
記
及
び
嘉
靖
『
常
徳
府
志
』
巻
十
五
城
隍
霊

異
記
等
参
照
。

（
32
）　

前
掲
濱
島
著
書
第
四
章
明
朝
の
祭
祀
政
策
と
郷
村
社
会
参
照
。

（
33
）　

山
根
幸
夫
氏
に
よ
れ
ば
、
恵
安
県
の
里
甲
は
前
代
ま
で
の
都
（
三

十
四
）
の
区
画
に
基
づ
い
て
四
十
一
（
後
に
三
十
六
）
の
里
甲
（
図
）

が
編
成
さ
れ
た
と
い
う
。
山
根
幸
夫
「
十
六
世
紀
中
国
に
於
け
る
或

る
戸
口
統
計
に
つ
い
て
│
福
建
恵
安
県
の
場
合
│
」（『
東
洋
大
学
紀

要
』
六　

一
九
五
四
年
）
参
照
。
筆
者
は
徽
州
の
事
例
と
し
て
里
社

壇
・
郷
厲
壇
が
都
を
単
位
と
し
て
設
置
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
述
べ
た
。

そ
の
後
、
浜
野
亮
介
氏
も
福
建
そ
の
他
の
地
方
志
の
記
載
か
ら
都
を

基
準
と
し
た
里
社
壇
・
郷
厲
壇
の
設
置
が
珍
し
い
も
の
で
は
な
か
っ

た
こ
と
を
述
べ
る
。
拙
稿「
明
清
時
代
、徽
州
の
里
社
に
つ
い
て
」（
山

根
幸
夫
教
授
追
悼
記
念
論
叢
『
明
代
中
国
の
歴
史
的
位
相
』
上　

二

〇
〇
七
年
所
収
）
及
び
浜
野
亮
介
「
明
代
に
お
け
る
里
社
及
び
郷
厲

祭
祀
制
度
と
そ
の
設
置
」（『
大
谷
大
学
史
学
論
究
』
第
十
九
号　

二

〇
一
四
年
）
参
照
。

（
34
）　

同
上
拙
稿
「
明
清
時
代
、
徽
州
の
里
社
に
つ
い
て
」
参
照
。

（
35
）　

乾
隆
『
安
渓
県
志
』
巻
一
三
芸
文
志　

明
令
陳
綵
重
建
学
記
及
び
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明
令
陳
綵
蔡
常
毓
新
造
県
城
記
参
照
。

（
36
）　

前
掲
金
井
論
文
参
照
。


